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目的　健康日本21（第二次）の目標に「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」が掲げられている。効
果的・効率的な地域の健康づくりや保健活動を目指すPDCAサイクルの推進を図る国民健康保
険保険者努力支援制度の事業評価が導入されたが，どのような活動が健康寿命と関連するかは
明らかとなっていない。そこで，本研究は，同事業評価の各項目スコアと健康寿命との関連を
明らかにすることを目的とした。

方法　本研究は，健康寿命の算定の誤差が大きくなる人口 1 万 2 千人未満（2020年）の市区町村を
除く1,154自治体を分析対象とした。国民健康保険保険者努力支援制度の事業評価に基づき，
厚生労働省が公表した2020年度の事業評価スコア集計データを用いた。また，健康日本21の
「日常生活に制限のない期間」の考え方に基づき，要介護 2 以上を不健康な期間とする「日常
生活動作が自立している期間」を用いて，男女別に，65歳時の健康な期間の平均を算出し，こ
れを健康寿命として用いた。市区町村の事業評価スコアを説明変数，健康寿命を目的変数，人
口密度の対数・財政力指数を調整変数とし，重回帰分析を実施した。

結果　男女ともに，特定健診受診率・特定保健指導実施率・メタボリックシンドローム該当者およ
び予備群の減少率（男性：β＝0.179， p ＜0.001，女性：β＝0.155， p ＜0.001），重複・多
剤投与者に対する取り組み（男性：β＝0.076， p ＝0.009，女性：β＝0.082， p ＝0.005），
保険料収納率の向上（男性：β＝0.211， p ＜0.001，女性：β＝0.188， p ＜0.001），地域包
括ケアの推進（男性：β＝0.067， p ＝0.023，女性：β＝0.093， p ＝0.002）の事業評価スコ
アが高いほど，健康寿命が有意に長い傾向がみられた。また，重症化予防の取り組み（男性：
β＝0.045， p ＝0.117，女性：β＝0.099， p ＜0.001），第三者求償の取り組み（男性：β＝
0.008， p ＝0.782，女性：β＝0.065， p ＝0.029）の事業評価スコアが高いほど，健康寿命が
長い傾向がみられ，女性のみ有意であった。

結論　特定健診受診率・特定保健指導実施率・メタボリックシンドローム該当者および予備群の減
少率，重症化予防の取り組み，重複・多剤投与者に対する取り組み，保険料収納率の向上，地
域包括ケアの推進，第三者求償の取り組みの事業評価スコアは，健康寿命と正の関連がみられ
た。今後，縦断データや個人データでの因果効果の検証が待たれる。
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Ⅰ　緒　　　言

　健康日本21（第二次）の中心課題には「健康
寿命の延伸と健康格差の縮小」が掲げられてい
る1）。平均寿命と健康寿命の差は，健康上の理
由で日常生活に制限のある不健康な期間を意味
し，不健康な期間が長くなるほど，個人および
家族のQOLは低下する。地域の健康寿命を延
伸する取り組みに，自治体の行う保健活動があ
る。効果的・効率的な保健事業を実施していく
ためには，PDCAサイクルに沿った事業を展開
していくことが重要である2）3）。
　保険者による健康づくりの取り組み状況を検
証する評価指標として，国民健康保険の保険者
努力支援制度に着目した4）。本制度は，2015年
の国民健康保険法等の改正により，保険者にお
ける医療費適正化や効果的・効率的な保健事業
に向けた取り組み等に対する支援を行うため，
保険者の取り組み状況に応じて交付金を交付す
る制度として創設された4）。保険者における医
療費適正化の取り組みや効果的・効率的な保健
事業等を評価する指標を設定し，2018年度より
本格実施している4）。2020年度からは上記に加
え，予防・健康づくり事業の「事業費」として
交付する部分を創設し，事業費に連動して配分
する部分と合わせて交付することにより，保険
者における予防・健康づくりの取り組みを後押
ししている4）。しかし，事業評価スコアで評価
されている取り組みが，健康日本21（第二次）
における重点指標である健康寿命に関連してい
るのかは十分に明らかになっていない。
　そこで，本研究は，国民健康保険保険者努力
支援制度の事業評価スコアと健康寿命との関連
を地域（市区町村）レベルで明らかにすること
を目的とした。

Ⅱ　方　　　法

（ 1）　対象
　全国の市区町村（特別区を含む）のうち，人
口 1 万 2 千人未満（2020年）の市区町村を除く

1,154自治体を分析対象とした5）6）。人口 1 万 2
千人未満の市区町村を除いた根拠は，人口規模
が著しく小さい対象集団では，精度の著しい低
さに伴って，健康寿命は極端に大きくなったり，
小さくなったりする可能性が高くなり，その解
釈は難しくなるためである5）。人口 1 万 2 千人
未満では 3 年間の死亡数を利用しても精度が十
分とはいえないため，本研究においては，人口
1 万 2 千人以上の自治体を分析の対象とした5）。

（ 2）　調査項目
1）　健康寿命

　健康寿命は，2020年の65歳時点の健康な期間
の平均を算出した。健康日本21（第二次）の目
標指標として用いられている国民生活基礎調査
による「日常生活に制限のない期間の平均」は
市町村単位に算定することができないため，本
研究では，市町村において用いられることの多
い「日常生活動作が自立している期間の平均」
を採用し，要介護 ２ 以上になるまでの期間を健
康な期間と定義した。その算出は，健康寿命の
算定プログラムを使用し5），市区町村単位で，
男女別に算出した。その際，人口は2020年 １ 月
１ 日現在の住民基本台帳7），死亡数は2019～
2021年人口動態統計8）-10），要介護者数は2020年
3 月の介護保険事業状況報告11）のデータを用い
た。
2）　国民健康保険保険者努力支援制度の事業
評価

　国民健康保険保険者努力支援制度の事業評価
は，厚生労働省が公表している2020年度の保険
者努力支援制度の事業評価スコアを使用した4）。
評価項目は，保険者共通の指標として，特定健
診受診率・特定保健指導実施率・メタボリック
シンドローム該当者および予備群の減少率（190
点），がん検診受診率・歯科健診受診率（70点），
重症化予防の取り組み（120点），個人へのイン
センティブ提供・分かりやすい情報提供（110
点），重複・多剤投与者に対する取り組み（50
点），後発医薬品の促進の取り組み・使用割合
（130点），国民健康保険固有の指標として，保
険料収納率の向上（100点），データヘルス計画
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の取り組み（40点），医療費通知の取り組み
（25点），地域包括ケアの推進（25点），第三者
求償の取り組み（交通事故等，第三者（加害
者）の不法行為によって生じた保険給付につい
て，保険者（市町等）が立て替えた医療費等を
加害者に対して損害賠償請求すること）（40点），
適正かつ健全な事業運営の実施状況（95点）の
13のスコアを用いた。評価のスコアが高いほど，
各項目の取り組みが充実していることを意味し
ている。

（ 3）　統計解析
　本研究は，国民健康保険保険者努力支援制度
の事業評価と健康寿命との関連を検証した。解
析は，国民健康保険の保険者努力支援制度の事
業評価スコアを説明変数，健康寿命を従属変数，
可住地人口密度の対数6）12），財政力指数13）を調
整変数とし，男女別に，別々のモデルに重回帰
分析を実施した。いずれの分析においても，
VIFは2.0未満であり，重大な多重共線性はな
いことを確認した。有意水準は 5 ％未満とし，
す べ て の 統 計 解 析 は，IBM SPSS Statistics 
29.0を使用した。

（ 4）　倫理的配慮
　本研究で使用したデータは，すべてオープン

アクセス可能な公的データである。したがって，
本研究は倫理委員会の承認の必要性はなかった。

Ⅲ　結　　　果

（ 1）　65歳時の健康寿命（表 1）
　男性の健康寿命は平均18.20年（最小15.56年，
最大20.45年），女性の健康寿命は平均21.13年
（最小18.88年，最大23.67年）であった。男女
ともに，市区町村間の地域格差を最大値および
最小値から範囲でみると， 5 年ほどの差がみら
れた。

（ 2）　国民健康保険保険者努力支援制度の事業
評価スコア（表 2）

　特定健診受診率・特定保健指導実施率・メタ
ボリックシンドローム該当者および予備群の減
少率は平均32.41（最小－60，最大160），がん
検診受診率・歯科健診受診率は平均25.82（最
小 0 ，最大65），重症化予防の取り組みは平均
104.62（最小 0 ，最大120），個人へのインセン
ティブ提供・分かりやすい情報提供は平均
77.60（最小 0 ，最大110），重複・多剤投与者
に対する取り組みは平均42.57（最小 0 ，最大
50），後発医薬品の促進の取り組み・使用割合
は平均48.61（最小 3 ，最大130），保険料収納
率の向上は平均35.17（最小 0 ，最大100），
データヘルス計画の取り組みは平均38.69（最
小 0 ，最大40），医療費通知の取り組みは平均
23.09（最小 0 ，最大25），地域包括ケアの推進
は平均16.18（最小 0 ，最大25），第三者求償の

取り組みは平均31.35（最小 0 ，最大
40），適正かつ健全な事業運営の実施
状 況 は 平 均65.85（ 最 小 － 2 ， 最 大
92）であった。

（ 3）�　人口密度の対数・財政力指数
（表 3）

　人口密度の対数は平均0.98（最小
－0.73，最大2.35），財政力指数は平
均0.62（最小0.17，最大1.65）であっ
た。

表 1　65歳時の健康寿命（ｎ＝1,154）
（単位　年）

平均値 標準偏差

男性の健康寿命 18.20 0.67 
女性の健康寿命 21.13 0.63 

表 2　国民健康保険保険者努力支援制度のスコア（ｎ＝1,154）
平均値 標準偏差

特定健診受診率・特定保健指導実施率・メタボリック
シンドローム該当者および予備群の減少率（190点） 32.41 35.63 
がん検診受診率・歯科健診受診率（70点） 25.82 9.86 
重症化予防の取り組み（120点） 104.62 27.29 
個人へのインセンティブ提供・分かりやすい情報提供（110点） 77.60 28.01 
重複・多剤投与者に対する取り組み（50点） 42.57 16.13 
後発医薬品の促進の取り組み・使用割合（130点） 48.61 44.30 
保険料収納率の向上（100点） 35.17 29.02 
データヘルス計画の取り組み（40点） 38.69 5.52 
医療費通知の取り組み（25点） 23.09 4.57 
地域包括ケアの推進（25点） 16.18 8.31 
第三者求償の取り組み（40点） 31.35 6.31 
適正かつ健全な事業運営の実施状況（95点） 65.85 17.68 
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（ 4）　国民健康保険保険者努力支援制度の事業
評価スコアと男性の健康寿命（65歳時）と
の関連（表 4）

　国民健康保険保険者努力支援制度と男性の健
康寿命（65歳時）との関連を分析したところ，
特定健診受診率・特定保健指導実施率・メタボ
リックシンドローム該当者および予備群の減少
率（標準化偏回帰係数（β）＝0.179，p ＜0.001，
調整済み決定係数＝0.064），重複・多剤投与者
に対する取り組み（β＝0.076， p ＝0.009，調
整済み決定係数＝0.039），保険料収納率の向上
（β＝0.211， p ＜0.001，調整済み決定係数＝
0.077），地域包括ケアの推進（β＝0.067， p

＝0.023，調整済み決定係数＝0.037）の事業評
価スコアが高いほど，健康寿命が長い傾向がみ
られた。ただし，調整済み決定係数は比較的低
い値であった。

（ 5）　国民健康保険保険者努力支援制度の事業
評価スコアと女性の健康寿命（65歳時）と
の関連（表 5）

　国民健康保険保険者努力支援制度と女性の健
康寿命（65歳時）との関連を分析したところ，
特定健診受診率・特定保健指導実施率・メタボ
リックシンドローム該当者および予備群の減少
率（β＝0.155， p ＜0.001，調整済み決定係数
＝0.022），重症化予防の取り組み（β＝0.099，
p ＜0.001，調整済み決定係数＝0.009），重複・
多剤投与者に対する取り組み（β＝0.082， p
＝0.005，調整済み決定係数＝0.006），保険料

収納率の向上（β＝
0.188，p ＜0.001，調整
済み決定係数＝0.035），
地域包括ケアの推進

（β＝0.093， p ＝0.002，
調整済み決定係数＝
0.008），第三者求償の
取り組み（β＝0.065，
p ＝0.029，調整済み
決定係数＝0.004）の
事業評価スコアが高い
ほど，健康寿命が長い
傾向がみられた。ただ
し，男性同様に，調整
済み決定係数は比較的
低い値であった。

Ⅳ　考　　　察

（ 1）�　国民健康保険保
険者努力支援制度
の事業評価スコア
と健康寿命との関
連

　本研究は，国民健康

表 3　人口密度の対数・財政力指数（ｎ＝1,154）
平均値 標準偏差

人口密度の対数 0.98 0.49 
財政力指数 0.62 0.25 

表 4　国民健康保険保険者努力支援制度の事業評価スコアと男性の健康寿命（65歳時）との関連
偏回帰
係　数 標準誤差 標準化偏

回帰係数 ｐ 調整済み
決定係数

特定健診受診率・特定保健指導実施率・メタボ
リックシンドローム該当者および予備群の減少率 0.003 0.001 0.179 ＜0.001 0.064 
がん検診受診率・歯科健診受診率 0.002 0.002 0.032 0.281 0.034 
重症化予防の取り組み 0.001 0.001 0.045 0.117 0.035 
個人へのインセンティブ提供・分かりやすい情報提供 0.001 0.001 0.022 0.447 0.034 
重複・多剤投与者に対する取り組み 0.003 0.001 0.076 0.009 0.039 
後発医薬品の促進の取り組み・使用割合 ＜0.001 ＜0.001 0.006 0.845 0.033 
保険料収納率の向上 0.005 0.001 0.211 ＜0.001 0.077 
データヘルス計画の取り組み 0.002 0.004 0.019 0.511 0.033 
医療費通知の取り組み 0.002 0.004 0.013 0.654 0.033 
地域包括ケアの推進 0.005 0.002 0.067 0.023 0.037 
第三者求償の取り組み 0.001 0.003 0.008 0.782 0.033 
適正かつ健全な事業運営の実施状況 ＜0.001 0.001 0.010 0.734 0.033 

注　人口密度の対数・財政力指数を調整変数として投入。

表 5　国民健康保険保険者努力支援制度の事業評価スコアと女性の健康寿命（65歳時）との関連
偏回帰
係　数 標準誤差 標準化偏

回帰係数 ｐ 調整済み
決定係数

特定健診受診率・特定保健指導実施率・メタボ
リックシンドローム該当者および予備群の減少率 0.003 0.001 0.155 ＜0.001 0.022 
がん検診受診率・歯科健診受診率 0.001 0.002 0.010 0.747 ＜0.001
重症化予防の取り組み 0.002 0.001 0.099 ＜0.001 0.009 
個人へのインセンティブ提供・分かりやすい情報提供 ＜0.001 0.001 0.002 0.958 ＜0.001
重複・多剤投与者に対する取り組み 0.003 0.001 0.082 0.005 0.006 
後発医薬品の促進の取り組み・使用割合 0.001 ＜0.001 0.044 0.155 0.001 
保険料収納率の向上 0.004 0.001 0.188 ＜0.001 0.035 
データヘルス計画の取り組み 0.006 0.003 0.055 0.060 0.003 
医療費通知の取り組み 0.005 0.004 0.033 0.273 0.001 
地域包括ケアの推進 0.007 0.002 0.093 0.002 0.008 
第三者求償の取り組み 0.007 0.003 0.065 0.029 0.004 
適正かつ健全な事業運営の実施状況 ＜0.001 0.001 -0.001 0.968 ＜0.001

注　人口密度の対数・財政力指数を調整変数として投入。
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保険保険者努力支援制度の事業評価と健康寿命
との関連を地域レベルで検証した。その結果，
特定健診受診率・特定保健指導実施率・メタボ
リックシンドローム該当者および予備群の減少
率，重複・多剤投与者に対する取り組み，保険
料収納率の向上，地域包括ケアの推進の事業評
価スコアは，男女問わず健康寿命と正の関連が
みられた。また，重症化予防の取り組み，第三
者求償の取り組みの事業評価スコアは，女性の
みで健康寿命と正の関連がみられた。特定健診
受診率・特定保健指導実施率・メタボリックシ
ンドローム該当者および予備群の減少率の事業
評価スコアは，加入者の特定健診の受診率・特
定保健指導の実施率，メタボリックシンドロー
ム該当者および予備群の減少率より算出されて
いる4）。特定健診・特定保健指導の実施率は地
域住民の健康意識も反映しているかもしれない
が，特定健診・特定保健指導によるメタボリッ
クシンドローム該当者および予備群の減少等に
より，健康寿命の延伸に寄与している可能性が
ある。
　重複・多剤投与者に対する取り組みのスコア
は，加入者の適正受診・適正服薬を促すための
重複・多剤投与者に対する取り組み状況により
算出されている4）。重複服薬や多剤服薬は，本
来の目的以外の好ましくない作用（副作用等）
が生じるリスクが高まるため14），健康寿命に影
響を及ぼしている可能性がある。また，重複服
薬の確認には，対象者が抽出しづらく薬剤知識
が必要な上，関係機関との調整も必要であるた
め，重複・多剤投与者に対する取り組みのスコ
アが高くとれている自治体は，レセプトの確認，
主治医・医師会等との調整機能が高い可能性も
ある。
　保険料収納率の向上のスコアは，加入者の保
険料（税）収納率の向上に関する取り組みの実施
状況により算出されている4）。収納率は，地域
住民の経済状況を反映しているかもしれない
が15），収納率の向上により適切な保健活動が実
施され，健康寿命に寄与している可能性がある。
　地域包括ケアの推進のスコアは，地域包括ケ
アの推進に関する取り組みの実施状況により算

出されている4）。厚生労働省は，高齢者の尊厳
の保持と自立生活の支援の目的のもとで，可能
な限り住み慣れた地域で，自分らしい暮らしを
人生の最期まで続けることができるよう，地域
の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括
ケアシステム）の構築を推進している16）。地域
で暮らし続けるシステムの構築への取り組みは
健康寿命に貢献している可能性がある。

（ 2）　本研究の限界と今後の展望
　本研究の限界は，次の 3 点が考えられる。 1
点目は，研究デザインが，横断的データを用い
た地域相関研究である点である。本研究は，横
断研究であるため，因果関係が検証できない。
また，地域相関研究であるため，地域レベルで
認められた変数間の関連が，必ずしも個人レベ
ルで存在する関連を表すものではない可能性が
ある17）18）。本事業評価自体が保険者レベルの内
容であり，個人レベルにおける因果推論のため
の指標や分析ではない。今後の研究では，縦断
的なモデルや個人レベルでの分析も行っていく
ことが望ましい。また， 2 点目は，事業評価が，
国民健康保険保険者努力支援制度の評価に限ら
れている点である。65～74歳の多くが国民健康
保険制度に加入し，75歳以上は後期高齢者医療
制度に加入しているが，その世代が65歳未満の
時には異なる保険に加入していた者も多く含ま
れており，現在の国民健康保険の事業評価と健
康寿命とが必ずしも結びついているとは限らな
い。今後の研究では，一貫して同様の保険に加
入していた者に対象を絞ったり，以前加入して
いた他の保険の加入状況を考慮した分析も行っ
たりすることが望ましい。 3 点目は，本研究の
モデルは全体的に調整済み決定係数の値が比較
的低かった点である。今後，これら以外の健康
寿命に関連する要因も検証していく必要がある。

Ⅴ　結　　　語

　特定健診受診率・特定保健指導実施率・メタ
ボリックシンドローム該当者および予備群の減
少率，重症化予防の取り組み，重複・多剤投与
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者に対する取り組み，保険料収納率の向上，地
域包括ケアの推進，第三者求償の取り組みの事
業評価スコアは，健康寿命と正の関連がみられ
た。これらの事業内容は健康寿命の延伸に寄与
する可能性が示された。今後，縦断データや個
人データでの因果効果の検証が待たれる。また，
モデルで説明された値は比較的低く，これら以
外の要因の検討も実施していく必要がある。
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